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仕 様 書  (案) 

 

１ 件名  

（仮称）世田谷区立認定こども園給田幼稚園整備基本構想作成支援業務委託  

 

２ 計画施設等概要  

（１）所 在 地   世田谷区給田四丁目７番 11 号  

（２）敷 地 面 積   約２，２８４㎡  

（３）都 市 計 画   第一種低層住居専用地域、  

容積率 100％、建ぺい率 50％、  

第一種高度地区、準防火地域、  

世田谷西部地域北烏山・給田地区地区計画、  

土地区画整理事業を施行すべき区域  

（４）既存施設概要  （区立給田幼稚園）鉄筋コンクリート造２階建て   

延床面積：738 ㎡  昭和 44 年建築（築 57 年）  

（５）整 備 施 設    既存の給田幼稚園を解体のうえ、新たに整備する施設は、

区立認定こども園、ほっとスクール及び障害児通所施設

の複合施設として地上２階もしくは 3 階建てとする。  

① 幼稚園型認定こども園  

ア  認定こども園の定員は、90 人程度を想定している。  

年齢  ３歳  ４歳  ５歳  計  

定員  ３0 人  ３0 人  ３0 人  90 人  

イ  認定こども園の延床面積は、約 1,000 ㎡を想定している。  

ウ  認定こども園に必要な諸室等は、「世田谷区幼保連携型認定こども園

以外の認定こども園の認定の要件に関する条例  」「世田谷区幼保連

携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例施

行規則」「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認

定の要件に関する条例施行規則実施細目」、「世田谷区幼保連携型認

定こども園以外の認定こども園事務取扱要綱」、「世田谷区保育所設

置認可等事務取扱要綱」の基準等を満たすものとすること。なお「世

田谷区保育所設備・運営基準解説」も参考とすること。  

エ  諸室等(主なもの) 

  ３～５歳保育室、預かり保育室、多目的室、遊戯室(ホール)、職員

室、倉庫、調理室、トイレ、会議室、更衣室、保健室、休憩室等  

オ  保護者用及び職員用の駐輪場、食材搬入用の駐車スペース、屋外遊
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技場（園庭）は、当該敷地内に整備する。  

カ  認定こども園用の調理室は、当該園舎内に整備する。  

キ  各施設の子ども同士の交流や食事提供等ができるよう、行き来でき

る設えとする。  

② ほっとスクール  

ア  ほっとスクール（国制度：教育支援センター）は、心理的理由など

により不登校の状態にある児童・生徒が、体験活動やスポーツなど

の集団生活を通して、社会性や協調性を育み自立心を養い、学校生

活への復帰や自分らしい進路の実現をめざす施設として運営を行う。 

イ  定員は３５名程度を想定している。なお、小学校１年生から中学校

３年生までが利用するが、その内訳は年度によって異なる。  

ウ  ほっとスクールの延床面積は、約 570 ㎡を想定している。  

エ  ほっとスクールに必要な諸室等は、以下の通り。  

     ①児童・生徒や保護者が利用するスペース  

      学習室／多目的室／面談室／カームダウンスペース  等  

     ②スタッフ等が利用するスペース  

      事務室／打合せスペース／給湯室／更衣室／倉庫  等  

     ③共用スペース  

トイレ（多機能トイレを含む）／洗面所／廊下  等  

オ  児童・生徒用及び職員用の駐輪場は、敷地内に整備する。  

  ➂障害者通所施設  

   ア  障害児通所施設は、施設の対象部分をスケルトン状態で事業者に貸

し付けたうえで、事業者が開設に必要な整備を実施し、運営を行う。  

   イ  延べ床面積としては、230 ㎡を想定している。  

   ウ  送迎用の駐車場 2 台分を確保する。  

 

３ 履行期間  

契約締結日から令和９年 3 月 31 日（水）まで  

 

４ 業務の履行  

受託者は、「（仮称）世田谷区立認定こども園給田幼稚園等整備基本構想作

成支援業務委託公募型プロポーザル実施要領兼説明書」に基づき提出した実

施体制を構築するとともに、本業務の履行にあたっては、適宜区担当課と協

議し、その承認を得ること。  

 



 

 

3 

 

５ 業務計画書の提出  

受託者は、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した業務計画書を

作成のうえ、区担当課に提出し、承認を得るものとする。  

ただし、本仕様書等に定めの無い事項については、協議事項とし、適宜追

加するものとする。  

なお、監理技術者及び主任技術者の変更は原則として認めないが、やむを

得ない事情により変更する場合は、同等以上の技術を有する者であることの

承認を区担当課から得るものとする。  

 

（１）業務概要  

業務の実施方針、業務内容の整理等  

（２）業務工程  

業務工程計画、打合せ計画  

（３）業務執行体制  

業務体制、連絡体制、連絡先等  

（４）配置技術者名簿  

担当分野、氏名、所属、役職、保有資格、実務経験等  

（５）その他  

区担当課が他に必要とする事項  

 

６ 委託内容  

（１）現況調査及び整理・分析  

①計画敷地の現況調査及び整理・分析  

計画敷地について調査し、整理・分析のうえ、報告書としてまとめる。  

②計画敷地周辺状況の調査及び整理・分析  

ア  計画敷地及び周辺の都市計画法、建築基準法等の制約条件、敷地の

立地条件、建築物の配置計画上の条件、施工上の技術条件、資材搬

入路等の周辺交通条件等の既存情報を整理・分析する。  

イ  周辺街づくりに関する各種情報（街づくり方針等）を整理する。  

（２）建築与条件の整理・検証  

計画建物について「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども

園の認定の要件に関する条例」、「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件に関する条例施行規則」、「世田谷区幼保連携型

認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例施行規則実施

細目」、「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園事務取扱要
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綱」、「世田谷区保育所設置認可等事務取扱要綱」の基準等を満たすものと

すること。なお「世田谷区保育所設備・運営基準解説」も参考とすること。  

諸室構成、敷地利用、認定こども園とほっとスクール及び障害児通所施

設の利用形態、周辺公共施設、周辺街づくりへの配慮等の課題を必要に応

じて関係所管課等に個別にヒアリングを行う。また、「せたがやインクルー

シブ教育ガイドライン」や「学校等における医療的ケア実施ガイドライン」

も参考としたうえで、計画与条件として整理し、検討資料としてとりまと

める。  

（３）建築計画案の比較・検討  

ゾーニング計画､アプローチ計画､平面計画等の検討を行い、打合せの結

果を都度図面に反映し、計画案を作成するとともに、動線計画、外構計画、

日影調査・分析、全体工程表の作成、工事・工法等の複数案について、比

較・検討を行う。  

（４）説明会用の関連資料の提供及び同席  

区が実施する保護者や近隣住民を対象とした説明会の配布資料として、

基本構想作成過程で作成した資料等を区へ提供する。また、説明会に同席

し、区とともに説明を行う。  

（５）基本構想案の取りまとめ、概略設計図書等の作成  

①区や園からの意見、要望等を十分に把握した上で、全体の取りまとめを

行い、基本構想案を作成する。  

②計画する建築物の規模、形式、諸室等の基本的条件を確認するため必要

な概略設計図書を作成する。  

③工事工程検討の基礎資料となる概略工事工程図を作成する。  

 

７ 提供資料  

必要に応じて、次の資料を提供する。  

（１）既存建物（給田幼稚園）の過去工事等図面データ（TIFF）  

（２）整備地の現況測量図（CAD 及び PDF データ）  

（３）その他  

  その他の資料については、必要応じて都度、区の保有する資料を提供する。  

 

８ 権利の帰属  

提出図書及び提出図書作成上まとめた各種データの著作権等の権利は、す

べて世田谷区に帰属するものとし、受託者は区の承諾なしに使用または公表

してはならない。  
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９ 提出図書等  

（１）現況調査結果報告書  ··································································· １部  

（２）建築与条件検討資料  ··································································· １部  

（３）建築計画案  ················································································· １部  

（４）説明会用の関連資料  ··································································· １部  

（５）基本構想案  

①基本構想案  

（Ａ４用紙をバインダーに綴じること）  ···································· １部  

②概略設計図書（配置図・平面図・立面図）  

（Ａ３用紙をバインダーに綴じること）  ···································· １部  

※Ａ３用紙に出力したときにスケールアウトせず読み取れる縮尺で

作成すること。  

  ③概略工事工程図  ·········································································· １部  

※上記①及び③の word 及び PDF データ、②の CAD 及び PDF データを

ＣＤ又はＤＶＤに収録のうえ、１部提出すること。  

※電子データは最新のウィルスチェックを実施し、実施したウィルス対

策ソフト名、バージョン、実施日をラベルに記載すること。  

 

１０ 納入場所  

教育総合センター乳幼児教育・保育支援課  

(東京都世田谷区若林５－３８－１  1 階) 

 

１１ 支払方法  

提出図書等を令和９年３月３１日（水）までにすべて提出の後、検査合

格を受け、契約金額を一括で支払う。  

 

１２ 資料提供及び返還  

（１） 区は、本件業務遂行に必要な資料等の提供の申請が受託者からあり次第、

その是非を検討し、提供可能な場合は、無償で提供する。また、当該資料

について、区から返還の指示があった場合は、受託者は速やかに返還しな

ければならない。  

（２）受託者は、区から提供された資料等を適切に管理し、区の事前の許諾な

くして複製及び第三者に提供してはならない。  
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１３ 留意事項  

（１）受託者は、区担当課と業務の詳細及び進行について協議の上、業務に必

要な調査を行い、資料を作成すること。  

（２）受託者は、本業務により知り得た情報を、区の事前の許諾なくして第三

者に漏らしてはならず、この旨を委託業務に従事する者へ周知徹底しなけ

ればならない。また、契約期間満了後も、同様とする。  

（３）別紙「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を遵守すること。  

（４）本業務の主要部分については、再委託することはできない。本業務の一

部を再委託する場合は、再委託又は協力先、及びその理由を事前に区担当

課へ説明し、承諾を得ること。ただし、印刷、資料整理等の簡易な業務の

再委託については、区担当課の承諾を必要としない。  

（５）本仕様書等に定めた事項及び内容等に、疑義が生じた事項については、

その都度、区担当課と協議の上、決定する。  

 

１４ 本件担当  

   世田谷区教育委員会事務局  

教育総合センター乳幼児教育・保育支援課  

電話  ０３－６４５３－１５３１
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個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項  

 

（秘密保持義務） 

１ 受託者は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を、第

三者に漏らしてはならない。また、契約期間満了後も同様とする。 

 

（書面主義の原則） 

２ 受託者は、本特記事項により通知、報告、提出等が求められている事項について

は、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。 

 

（管理体制等の通知） 

３ 受託者は、この契約の締結後直ちに、以下の文書を委託者に提出しなけれ

ばならない。 

（１）個人情報保護に関する社内規程又は基準 

（２）以下の内容を含む従事者名簿 

  ① 個人情報を取り扱う者の氏名、責任及び役割 

  ② 委託業務において個人情報の授受に携わる者の氏名及び業務執行場所 

  ③ 緊急連絡先一覧 

（３）委託業務に係る実施スケジュールを明記した文書 

 

（再委託の禁止） 

４ 受託者は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、

当該業務の全部又は一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があると

きは、あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容を委託者に通知し、委託

者の承諾を得なければならない。また、再受託者（委託先の子会社（会社法

（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）

である場合も含む。）にも、この契約を遵守させなければならない。 

 

（目的外使用及び外部提供の禁止） 

５ 受託者は、個人情報を委託者の指示する目的以外に使用してはならない。

また、第三者に提供してはならない。 

 

（複写及び複製の禁止） 

６ 受託者は、個人情報の全部又は一部を委託者の許可なく複写し、又は複製しては

ならない。 

７ 委託者の許可を受けて複写又は複製したときは、委託業務の終了後直ちに当該複

写物又は複製物を利用できないよう処分又は委託者へ提出しなければならない。 
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（安全管理措置の実施） 

８ 受託者は、委託業務において、委託者に提出した個人情報保護に関する社

内規程又は基準を遵守しなければならない。 

９ 受託者は、従事者に対して、個人情報に関する教育及び緊急時対応のため

の訓練を計画的に実施しなければならない。 

10 受託者は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意

をもって当たり、個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」とい

う。）の事故を防止しなければならない。 

 

（委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却） 

11 受託者は、委託業務が終了したときは、直ちに、委託業務に使用した個人情報の

消去及び個人情報が記録された媒体の返却をしなければならない。 

 

（委託業務の報告） 

12 受託者は、委託者に対し、委託業務の状況を定期的に報告するものとする。ただ

し、必要があるときは、その都度報告するものとする。 

 

（監査、施設への立入検査の受入れ） 

13 受託者は、委託者が必要とする場合、監査又は検査を受け入れなければならない。

なお、再受託者及び更に再委託が繰り返される場合も同様とする。 

14 受託者は、委託者が必要とする場合は、業務執行場所へ委託者の職員の立入りを

認めるものとする。 

 

（個人情報の漏えい等の対応） 

15 受託者は、個人情報の漏えい等が生じたとき、又は漏えい等が生じたおそれがあ

るときには直ちに委託者に対して通知するとともに、遅滞なくその状況について書

面をもって委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

16 受託者が、個人情報の取扱いについて法令及び本特記事項に違反した場合、委託

者は、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、受託者が、

個人情報の取扱いにつき法令及び本特記事項に違反したことにより、委託者に損害

が生じた場合には、これを賠償するものとする。 


